
 

今後の予定 

 

 今後の専門委員会は、概ね以下とおり審議いただくことを予定している。 

 

１）1,4-ジオキサンについては、特定施設の追加及び暫定排水基準の設定について検

討を進めるとともに、当該物質を含む廃棄物の取扱いについて関係部局における検

討状況を踏まえ審議いただくことを予定。 

２）塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン及び 1,1-ジクロロエチレンの規制の

在り方については、本年中を目途にパブリックコメントを開始し、第７回（次回）、

その結果を踏まえ報告を取りまとめていただき、その後、審議会としての答申を取

りまとめていただくことを予定。 

３）事故時の措置及びその対象物質については、本年中を目途にパブリックコメント

を開始し、第７回（次回）、その結果を踏まえ報告を取りまとめていただき、その

後、審議会としての答申を取りまとめていただくことを予定。 

 

 主な内容 

 排出水の排出等に係る項目追加等 

事故時の措置及び 

その対象物質 

 1,4-ジオキサン 塩化ビニルモノマー 

1,2-ジクロロエチレン 

1,1-ジクロロエチレン 

第５回  報告書（素案） 諮問について 

第６回  報告書（案） 報告書（案） 

  （パブリックコメント） （パブリックコメント） 

第７回  報告書 報告書 

第 ８ 回

～ 

特定施設の追加 

暫定排水基準の設定検討 
  

※以上は予定であり、検討状況に応じて必要な場合はさらに会議を開催する。 

資料７ 


